
 

  

  

 

 

７月１８日以降については収集を行いませんので、ごみ処理施設（西部

クリーンセンター）へ自ら持ち込んでいただくことになります。（有料） 

 

西部クリーンセンター 

(つがる市稲垣町繁田白旗 11番地 1) 

受付時間 月曜日～土曜日 8：30～16：30 

処分費用 10キログラム当たり 50円（本人の負担） 

 

りんご黒星病 

被害葉・被害果収集カレンダー 

～７月１８日以降の処理について～ 
 

・・・表面もあります・・・ 

 



 

重要 

りんご生産者の皆様へ 令和２年６月 

りんご黒星病 

被害葉・被害果を収集処分します 

町では、りんご黒星病対策としてつがるにしきた農協鶴翔支店と連

携し、りんご黒星病の被害葉・被害果を収集・焼却処分します。 

 園地内に未処理の被害葉・被害果がある生産者の方は、この機会に

適正処分を徹底し、今後のりんご黒星病の発生・被害拡大の抑制に努

めましょう。 

○収集対象 町生産者の園地で発生したりんご黒星病の被害葉及び被害果 

 

○収集場所 つがるにしきた農協鶴翔支店 

 

○料  金 無料 

 

○持込方法 町指定の燃えるゴミ袋（黄色）に入れて口を結んだ状態で 

お持ち込みください。 

※肥料の空き袋には入れないでください。 

 

○収集日時 ６月２２日～７月１７日（月・水・金）8：30～12：00 

      ※農協窓口にて受付し、職員の指示に従ってください。 

      ※上記以外の時間帯は持ち込みできません。 

ごみ処理施設（西部クリーンセンター）が現在焼却炉改修中のため、処

理能力が半減しております。可能な限り個人での処分を行った上で、処

理しきれなかったものについて、上記の期間に限り町で集荷いたします

のでご理解をお願いいたします。 

・・・鶴田町産業課・鶴田町農業支援センター・・・ 

・・・つがるにしきた農協鶴翔支店・・・ 

・・・裏面につづく・・・ 


